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●
国
保
は
住
所
地
加
入
が
原
則

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

原
則
と
し
て
、
住
民
登
録
を
し

て
い
る
市
区
町
村
の
国
保
に
加

入
し
ま
す
。

　
滝
沢
市
の
国
保
に
加
入
し
て

い
る
人
が
、
他
市
区
町
村
に
転

出
す
る
と
、
滝
沢
市
の
国
保
資

格
は
喪
失
し
、
転
出
先
の
市
区

町
村
で
資
格
を
取
得
し
ま
す
。

●���

学
生
の
場
合
は
特
例
と
し
て

家
族
と
同
じ
住
所
地
で
加
入

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
が

修
学
の
た
め
に
転
出
す
る
場

合
、
特
例
と
し
て
家
族
の
住
む

住
所
地
か
ら
学
生
用
の
資
格
確

認
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
（
マ
ル

学
）。

　
修
学
に
よ
り
他
市
区
町
村
に

転
出
す
る
際
は
、
必
ず
保
険
年

金
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

申
し
出
が
な
い
ま
ま
転
出
届
を

提
出
す
る
と
、
滝
沢
市
の
国
保

資
格
を
喪
失
し
ま
す
。

●�

マ
ル
学
の
手
続
き
に
は
在
学

証
明
書
が
必
要

　
マ
ル
学
の
手
続
き
に
は
「
在
学

証
明
書
」
が
必
要
で
す
。
手
続
き

の
際
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
８
年
度
入
学
者
は
「
合

格
通
知
書
」
で
も
手
続
き
が
で

き
ま
す
が
、７
月
末
ま
で
に「
在

学
証
明
書
」
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
学
生
証
で
は
手

続
き
が
で
き
な
い
の
で
、
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

在
学
証
明
書
・
合
格
通
知
書

は
交
付
年
月
日
か
ら
原
則
３

カ
月
以
内
の
も
の
に
限
り
有

効
で
す
。

※�

既
に
マ
ル
学
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
人
も
、
継
続
し
て
学

生
で
あ
る
こ
と
の
確
認
の
た

め
、改
め
て
「
在
学
証
明
書
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。
該
当

世
帯
に
は
、
４
月
ご
ろ
に
通

知
し
ま
す
。

　修学のため　修学のため転出する市国保加入者は、　　転出する市国保加入者は、　　
　　　　保険年金課に届け出を。　　　　保険年金課に届け出を。

必要な手続きと書類の一覧
手続きが必要なとき 必要書類 (※１)

マル学の手
続きをする
とき

国保の加入者が修学のために
転出するとき

・国保の資格確認書など（※２）
・在学証明書（令和８年度入
学者は合格通知書でも可。た
だし７月末までに在学証明書
が必要。）

学生でなく
なったとき

就職し、社会保険などの健康
保険に加入したとき

・国保の資格確認書など（※２）
・社会保険などの資格確認書
など

滝沢市に帰ってきて、そのま
ま国保に加入し続けるとき

・国保の資格確認書など（※２）

滝沢市に帰らず、そのまま国
保に加入し続けるとき（滝沢
市で手続きの他、住所地の市
区町村での手続きが必要。）

・国保の資格確認書など（※２）
・卒業や退学の日付が確認で
きるもの（卒業証明書、退学
証明書など）

※１　上に記載のものの他「顔写真付きの身分証明書」「個人番号が
確認できるもの」が必要です。
※２　資格確認書、資格情報のお知らせ

●�

学
生
で
な
く
な
っ
た
と
き
は

届
け
出
が
必
要

　
卒
業
や
就
職
な
ど
に
よ
り
学

生
で
な
く
な
っ
た
場
合
、
特
例

が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
マ
ル
学

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
が
、

学
生
で
な
く
な
っ
た
際
は
、
必

ず
保
険
年
金
課
に
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

　保険年金課（☎ 656－ 6528）問い合わせ


